
点
検
実
施
者

・
直
営
（
事
務
職
）

・
直
営
（
専
門
職
）

・
外
部
委
託
等

1
京
都
市

○
2
6
,3

1
3

○
○

3
6
5

そ
の
他

直
営
（
専
門
職
）

○
○

○

2
福
知
山
市

○
1
,1

7
6

1
,7

2
4

4
3
8

○
○

7
そ
の
他

外
部
委
託
等

○
○

3
舞
鶴
市

○
1
,4

9
0

1
,9

1
9

4
5
6

○
○

6
0

事
前
・
書
面

直
営
（
専
門
職
）

○
○

4
綾
部
市

○
6
4
1

1
,3

7
2

2
0
3

○
○

7
事
前
・
面
談

外
部
委
託
等

○

5
宇
治
市

○
3
,7

6
1

2
,9

6
2

1
,2

0
9

○
○

4
7

事
前
・
訪
問

・
直
営
（
事
務
職
）

・
直
営
（
専
門
職
）

○
○

6
宮
津
市

○
4
9
9

6
5
0

1
6
9

○
○

1
7

事
前
・
書
面

直
営
（
事
務
職
）

○

7
亀
岡
市

○
1
,6

8
6

1
,7

7
6

4
9
7

○
○

5
7

事
前
・
訪
問

・
直
営
（
専
門
職
）

・
外
部
委
託

○

8
城
陽
市

○
1
,6

6
6

1
,8

0
3

3
4
1

○
○

2
4

事
前
・
訪
問

直
営
（
事
務
職
）

○

9
向
日
市

○
8
7
4

1
,0

2
6

3
2
3

○
○

1
8

当
日
・
訪
問

直
営
（
事
務
職
）

1
0
長
岡
京
市

○
1
,1

9
7

1
,2

1
8

7
5
3

○
○

3
事
前
・
面
談

直
営
（
事
務
職
）

○

1
1
八
幡
市

○
1
,4

2
2

1
,4

7
7

3
7
9

○
○

2
6

事
前
・
書
面

・
直
営
（
専
門
職
）

・
外
部
委
託
等

○
○

○

1
2
京
田
辺
市

○
7
3
2

1
,1

1
4

4
6
9

○
○

4
事
前
・
訪
問

直
営
（
事
務
職
）

直
営
（
専
門
職
）

○

1
3
京
丹
後
市

○
1
,1

5
1

2
,0

2
8

4
8
1

○
○

1
4

事
前
・
書
面

直
営
（
事
務
職
）

○
○

1
4
南
丹
市

○
6
0
4

9
0
0

1
9
8

○
○

8
事
前
・
面
談

・
外
部
委
託
等

○

1
5
木
津
川
市

○
1
,1

5
5

8
9
6

3
5
2

○
○

9
8
2

そ
の
他

直
営
（
事
務
職
）

外
部
委
託

(包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

○
○

1
6
大
山
崎
町

○
2
9
3

2
7
4

8
9

○
○

2
1
1

事
前
・
書
面

事
前
・
訪
問

直
営
（
事
務
職
）

○
○

1
7
久
御
山
町

○
3
1
1

2
9
5

8
8

○
○

2
0

事
前
・
書
面

直
営
（
事
務
職
）

1
8
井
手
町

○
1
1
1

1
5
9

6
4

○

1
9
宇
治
田
原
町

○
1
0
6

1
3
3

2
8

○
○

3
事
前
・
書
面

・
直
営
（
事
務
職
）

・
直
営
（
専
門
職
）

○

2
0
笠
置
町

○
2
6

4
0

1
8

○

2
1
和
束
町

○
8
6

1
6
5

5
1

○

2
2
精
華
町

○
4
0
7

5
6
8

2
4
9

○
○

3
事
前
・
面
談

直
営
（
事
務
職
）

○

2
3
南
山
城
村

○
7
1

8
9

2
0

○

2
4
京
丹
波
町

○
3
0
0

4
0
6

1
1
3

○
○

1
9

事
前
・
書
面

直
営
（
事
務
職
）

○

2
5
伊
根
町

○
3
9

7
0

4
0

○
○

1
事
前
・
書
面

直
営
（
事
務
職
）

○

2
6
与
謝
野
町

○
4
6
4

5
3
8

1
7
1

○
○

8
事
前
・
書
面

・
直
営
（
事
務
職
）

・
直
営
（
専
門
職
）

○

2
6

5
2
1

2
2

1
0
0
.0

0
1
9
.2

3
1
0
0
.0

0
8
4
.6

2

※
「
委
託
調

査
の
事
後
点
検
」
に
お
け
る
実
施
率
は
、
認
定
調
査
完
全
直
営
（
全
て
１
０
０
％
）
の
市
町
村
を
除
い
て
計
算
し
て
い
る
。

3
8
,0

4
7

★
ケ
ア
プ
ラ
ン
等

の
点

検
　１０　介護給付適正化の取組状況（令和６年度）

実
施
率

委
託

調
査

の
事

後
点

検

計

ケ
ア
プ
ラ
ン
点

検
実

施
件

数

保
険
者
名

訪
問
調
査
件
数

認
定

調
査

完
全

直
営

（
全
て
1
0
0
％
）

ケ
ア
プ
ラ
ン
の

点
検

★
要

介
護

認
定

の
適

正
化

国
保

連
介

護
給

付
適

正
化

シ
ス
テ
ム
を

活
用

新
規
認
定
の

訪
問
調
査

件
数

府
介

護
支

援
専

門
員

会
京

都
式

ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
活

用

更
新
認
定
の

訪
問
調
査

件
数

実
施
方
法

（
※
１
）

厚
労
省

ケ
ア
プ
ラ
ン

点
検
支
援

マ
ニ
ュ
ア
ル

を
活
用

変
更
認
定
の

訪
問
調
査

件
数

− 57 −



1
京
都
市

2
福
知
山
市

3
舞
鶴
市

4
綾
部
市

5
宇
治
市

6
宮
津
市

7
亀
岡
市

8
城
陽
市

9
向
日
市

1
0
長
岡
京
市

1
1
八
幡
市

1
2
京
田
辺
市

1
3
京
丹
後
市

1
4
南
丹
市

1
5
木
津
川
市

1
6
大
山
崎
町

1
7
久
御
山
町

1
8
井
手
町

1
9
宇
治
田
原
町

2
0
笠
置
町

2
1
和
束
町

2
2
精
華
町

2
3
南
山
城
村

2
4
京
丹
波
町

2
5
伊
根
町

2
6
与
謝
野
町

実
施
率

計

保
険
者
名

①
居
宅
介
護
支
援
請

求
に
お
け
る
サ
ー
ビ

ス
実
施
状
況
一
覧
表

②
重
複
請
求
縦
覧

チ
ェ
ッ
ク
一
覧
表

③
算
定
期
間
回
数

制
限
チ
ェ
ッ
ク
一

覧
表

④
単
独
請
求
明
細

書
に
お
け
る
準
受

付
審
査
チ
ェ
ッ
ク

一
覧
表

⑤
要
介
護
認
定
期

間
の
半
数
を
超
え
る

短
期
入
所
受
給
者

一
覧
表

⑥
入
退
所
を
繰
り

返
す
受
給
者
縦
覧

一
覧
表

⑦
居
宅
介
護
支
援

再
請
求
等
状
況
一

覧
表

⑧
月

途
中

要
介

護
状
態

変
更

受
給

者
一

覧
表

⑨
軽

度
の

要
介

護
者

に
か

か
る
福

祉
用

具
貸

与
品

目
一

覧
表

⑩
独

自
報

酬
算

定
事

業
所

一
覧

表

合
計

（
帳

票
1
～

1
0
）

○
○

2
6
,0

9
4

○
2
,5

2
1

4
,1

7
3

1
7
,3

9
7

1
1
,0

6
4

1
,4

5
4

4
4
,6

3
2

4
,3

7
0

8
,4

8
5

6
3
,2

1
6

3
6

1
5
7
,3

4
8

○
○

不
正
等
の
疑
義
の
あ
る
の
事
業
所

の
給
付
実
績
を
抽
出
し
，
内
容
の

確
認
を
行
う

○
○

1
,1

4
6

○
9
1

2
2
2

1
,1

3
2

4
3
7

1
,8

8
2

○
○

8
6
3

○
2
6
6

5
9

1
,0

3
9

8
8
3

1
4

3
,6

2
5

7
1
2

5
1
0

4
,4

6
4

4
1
1
,5

7
6

○
○

ケ
ア
プ
ラ
ン
点
検
や
事
業
所
運
営

指
導
時
に
ト
リ
ト
ン
モ
ニ
タ
ー
を
活

用

○
○

8
0
1

○
4
5

1
6
2

9
9
3

3
2
9

2
5
9

0
0

0
8
9
1

0
2
,6

7
9

○
○

2
,4

7
5

○
1
8
3

3
2
7

2
,2

0
5

1
,2

4
6

6
5

4
,0

2
6

○
○

2
7
8

○
7
2

5
3

1
2
8

2
7
0

5
2
3

○
○

1
,2

1
1

○
8
6

1
0
3

1
,3

1
3

6
6
0

1
7
4

2
,3

2
0

7
1

2
1
6

3
,5

0
4

0
8
,4

4
7

○
○

ト
リ
ト
ン
モ
ニ
タ
ー
で
給
付
実
績

デ
ー
タ
と
認
定
デ
ー
タ
を
突
合
し
、

運
営
指
導
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
シ
ー
ト
で

内
容
確
認

○
○

1
,3

6
1

○
5
4

1
4
6

9
4
7

5
8
0

4
,3

9
8

6
,1

2
5

○
○

6
5
8

○
2
4

5
7

3
1
1

2
3
5

6
2
7

○
○

1
,1

6
1

○
8
7

1
2
0

1
,1

5
6

6
4
9

5
7

2
,3

9
8

2
9
3

2
9
0

7
,8

0
7

1
2
,8

5
7

○
○

3
5

○
5
6

2
0
3

1
,5

4
3

6
7
4

3
3

3
,1

4
0

9
9

4
8
9

2
,8

9
3

0
2
,9

6
5

○
○

1
,0

5
0

○
3
0

7
1

5
4
5

3
9
8

1
,0

4
4

○
○

ト
リ
ト
ン
モ
ニ
タ
ー
で
給
付
実
績

デ
ー
タ
と
認
定
情
報
を
突
合
し
、
運

営
指
導
で
の
活
用
や
ヒ
ア
リ
ン
グ

シ
ー
ト
に
よ
る
確
認

○
○

9
2
2

○
2
4

8
2

1
,7

8
5

4
0
7

6
8
6

2
,9

8
4

○
○

9
8
4

○
1
6

6
1

4
9
0

2
9
9

8
2

1
,2

9
6

1
7

3
2
4

1
,4

7
9

0
4
,0

6
4

○
○

給
付
実
績
デ
ー
タ
と
認
定
デ
ー
タ
を

突
合
し
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
シ
ー
ト
に
よ
り

介
護
支
援
専
門
員
へ
確
認

○
○

1
,2

5
1

○
5
1

3
6
0

9
9
6

4
7
5

1
8

3
7

1
,9

3
7

○
○

4
8
1

○
1
0

3
1

2
6
8

1
5
4

0
8
6
8

1
2

1
2
6

1
,1

3
6

0
2
,6

0
5

○
○

2
9
8

○
1
8

2
2

1
0
1

1
4
5

2
1
3
0

4
0
7

3
2

1
,4

1
3

0
2
,2

7
0

○
○

給
付
実
績
デ
ー
タ
と
認
定
デ
ー
タ
を

突
合
し
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
シ
ー
ト
に
よ
り

介
護
支
援
専
門
員
へ
確
認

○
〇

1
1
6

○
4

1
6

1
3
4

6
8

3
3

2
3
3

5
4

1
,2

2
4

0
1
,4

8
9

○
○

給
付
実
績
と
認
定
調
査
等
の
デ
ー

タ
ー
を
組
み
合
わ
せ
給
付
費
の
適

正
化
を
は
か
る

○
〇

2
5
1

○
1
5

7
8
5

9
1

5
0
3

○
○

4
4

○
3

1
0

1
9

1
7

3
1
6

0
3

1
9

7
3

○
○

7
6

○
4

2
0

5
9

6
3

3
5
8

1
1
4

3
0

2
2
5

○
○

5
6
7

○
2
2

2
0

2
0
3

1
9
6

4
4
1

○
○

5
4

○
1

2
4

4
7

2
6

9
8

○
○

4
5
9

○
4
1

1
3
4

3
1
1

1
4
4

2
6
5

3
8
3

1
,2

7
8

○
○

ト
リ
ト
ン
モ
ニ
タ
ー
（
給
付
実
績
デ
ー

タ
と
認
定
デ
ー
タ
を
突
合
し
、
ケ
ア

プ
ラ
ン
等
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
を

行
う
）

○
○

2
8

○
1

2
5

2
8

1
2
5

4
6

5
8

0
1
3
0

○
○

3
3
0

○
8
1

5
2

3
6
7

2
0
2

4
2

1
,2

3
3

1
3

1
6
4

9
6
3

3
,1

1
7

2
6

2
6

2
6

8
8

1
0
0
.0

0
1
0
0
.0

0
1
0
0
.0

0
3
0
.7

7
3
0
.7

7

※
「
委
託
調

査
の
事
後
点
検
」
に
お
け
る
実
施
率
は
、
認
定
調
査
完
全
直
営
（
全
て
１
０
０
％
）
の
市
町
村
を
除
い
て
計
算
し
て
い
る
。

民
間

シ
ス
テ
ム

等
の

活
用

活
用

方
法

給
付

実
績

等
の

活
用

給
付

実
績

の
活

用
（
医

療
情

報
と
の

突
合

・
縦

覧
点

検
を
除

く
）

★
医

療
情

報
と
の

突
合

・
縦

覧
点

検 縦
覧
点
検

点
検
実
施
件
数

医
療
情
報
と
の
突
合

突
合
実
施

件
数

1
京
都
市

2
福
知
山
市

3
舞
鶴
市

4
綾
部
市

5
宇
治
市

6
宮
津
市

7
亀
岡
市

8
城
陽
市

9
向
日
市

1
0
長
岡
京
市

1
1
八
幡
市

1
2
京
田
辺
市

1
3
京
丹
後
市

1
4
南
丹
市

1
5
木
津
川
市

1
6
大
山
崎
町

1
7
久
御
山
町

1
8
井
手
町

1
9
宇
治
田
原
町

2
0
笠
置
町

2
1
和
束
町

2
2
精
華
町

2
3
南
山
城
村

2
4
京
丹
波
町

2
5
伊
根
町

2
6
与
謝
野
町

実
施
率

計

保
険
者
名

施
工
前

施
工
後

施
工
前

施
工
後

○
○

6
,9

4
9

6
,9

4
9

3
4

ア
そ
の
他

（
建
築
専
門
職
）

○
8
,0

0
8

○
4
2

ア
 ・
府
地
域
リ
ハ
セ
ン
（
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
）
・
市
リ
ハ
セ
ン
・
三
療

法
士
会

○
○

2
6
4

2
6
8

1
0

イ
市
町
村
職
員

○
0

イ
市
町
村
職
員

○
○

3
3
2

3
3
2

6
6

○
○

1
6
6

1
6
6

○
○

1
,0

7
3

1
,0

7
5

2
0

○
○

7
2

7
2

○
○

4
3
3

4
3
3

ア
市
町
村
職
員

ウ
市
町
村
職
員

○
○

5
0
1

5
0
1

○
○

2
8
3

2
8
3

○
3
2
1

○
○

4
8
8

4
8
8

3
3
3

3
3
3

イ
市
町
村
職
員

○
2
6
6

イ
市
町
村
職
員

○
○

3
9
3

3
9
3

3
0

○
1

○
○

3
3
4

3
7
2

ア
市
町
村
職
員

○
○

2
9
8

2
9
0

○
1
1

○
○

1
3
5

1
3
5

4
3

○
1
4

○
5
0

○
○

3
8
0

3
8
0

○
○

9
2

9
2

0
1

イ
地
域
リ
ハ
セ
ン

○
7
4

○
7

○
○

1
1
3

1
1
3

○
○

7
0

7
0

○
○

4
4

4
4

○
○

1
4

1
4

イ
医
療
機
関

○
1
3

○
1

イ
医
療
機
関

○
○

4
4

4
4

○
3
5

○
○

1
5
8

1
5
8

○
○

2
8

2
8

○
2
3

○
○

5
9

5
9

イ
医
療
機
関
・
事
業
所
等

○
4

○
○

1
3

1
3

1
0

ア
・
イ

市
町
村
職
員

○
1
3

○
0

イ
・
ウ

市
町
村
職
員

○
○

1
1
9

1
1
9

2
5

2
5

ア
・
イ

市
町
村
職
員

○
2
4

○
2

イ
・
ウ

市
町
村
職
員

2
6

2
6

1
2

8

1
0
0
.0

0
1
0
0
.0

0
4
6
.1

5
3
0
.7

7

※
「
委
託
調
査
の
事
後
点
検
」
に
お
け
る
実
施
率
は
、
認
定
調
査
完
全
直
営
（
全
て
１
０
０
％
）
の
市
町
村
を
除
い
て
計
算
し
て
い
る
。

調
査
実
施
件
数

★
ケ
ア
プ
ラ
ン
等

の
点

検

写
真
等
に
よ
る
確
認

利
用
者
宅
へ
の
訪
問
調
査

リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
専

門
職

の
関

与
（
※

2
）

購
入
調
査

＜
リ
ハ

職
の

所
属

＞
例

・
市

町
村

職
員

　
 ・
地

域
リ
ハ

セ
ン

　
 ・
医

療
機

関
・
事

業
所

等
　

 ・
そ
の

他
（
具

体
的

に
）

福
祉

用
具

の
点

検

住
宅

改
修

の
点

検
福

祉
用

具
購

入
・
貸

与
調

査

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

専
門
職
の
関
与

（
※

2
）

＜
リ
ハ
職
の
所
属
＞

例
・
市
町
村
職
員

　
 ・
地
域
リ
ハ
セ
ン

　
 ・
医
療
機
関
・
事
業
所
等

　
 ・
そ
の
他
（
具
体
的
に
）

貸
与
調
査

調
査

実
施

件
数

住
宅
改
修
の
点
検

− 58 −



1
京
都
市

2
福
知
山
市

3
舞
鶴
市

4
綾
部
市

5
宇
治
市

6
宮
津
市

7
亀
岡
市

8
城
陽
市

9
向
日
市

1
0
長
岡
京
市

1
1
八
幡
市

1
2
京
田
辺
市

1
3
京
丹
後
市

1
4
南
丹
市

1
5
木
津
川
市

1
6
大
山
崎
町

1
7
久
御
山
町

1
8
井
手
町

1
9
宇
治
田
原
町

2
0
笠
置
町

2
1
和
束
町

2
2
精
華
町

2
3
南
山
城
村

2
4
京
丹
波
町

2
5
伊
根
町

2
6
与
謝
野
町

実
施
率

計

保
険
者
名

①
居
宅
介
護
支
援
請

求
に
お
け
る
サ
ー
ビ

ス
実
施
状
況
一
覧
表

②
重
複
請
求
縦
覧

チ
ェ
ッ
ク
一
覧
表

③
算
定
期
間
回
数

制
限
チ
ェ
ッ
ク
一

覧
表

④
単
独
請
求
明
細

書
に
お
け
る
準
受

付
審
査
チ
ェ
ッ
ク

一
覧
表

⑤
要
介
護
認
定
期

間
の
半
数
を
超
え
る

短
期
入
所
受
給
者

一
覧
表

⑥
入
退
所
を
繰
り

返
す
受
給
者
縦
覧

一
覧
表

⑦
居
宅
介
護
支
援

再
請
求
等
状
況
一

覧
表

⑧
月
途

中
要

介
護

状
態
変

更
受

給
者

一
覧

表

⑨
軽

度
の

要
介

護
者

に
か

か
る
福

祉
用

具
貸

与
品

目
一

覧
表

⑩
独

自
報

酬
算

定
事

業
所

一
覧

表

合
計

（
帳

票
1
～

1
0
）

○
○

2
6
,0

9
4

○
2
,5

2
1

4
,1

7
3

1
7
,3

9
7

1
1
,0

6
4

1
,4

5
4

4
4
,6

3
2

4
,3

7
0

8
,4

8
5

6
3
,2

1
6

3
6

1
5
7
,3

4
8

○
○

不
正
等
の
疑
義
の
あ
る
の
事
業
所

の
給
付
実
績
を
抽
出
し
，
内
容
の

確
認
を
行
う

○
○

1
,1

4
6

○
9
1

2
2
2

1
,1

3
2

4
3
7

1
,8

8
2

○
○

8
6
3

○
2
6
6

5
9

1
,0

3
9

8
8
3

1
4

3
,6

2
5

7
1
2

5
1
0

4
,4

6
4

4
1
1
,5

7
6

○
○

ケ
ア
プ
ラ
ン
点
検
や
事
業
所
運
営

指
導
時
に
ト
リ
ト
ン
モ
ニ
タ
ー
を
活

用

○
○

8
0
1

○
4
5

1
6
2

9
9
3

3
2
9

2
5
9

0
0

0
8
9
1

0
2
,6

7
9

○
○

2
,4

7
5

○
1
8
3

3
2
7

2
,2

0
5

1
,2

4
6

6
5

4
,0

2
6

○
○

2
7
8

○
7
2

5
3

1
2
8

2
7
0

5
2
3

○
○

1
,2

1
1

○
8
6

1
0
3

1
,3

1
3

6
6
0

1
7
4

2
,3

2
0

7
1

2
1
6

3
,5

0
4

0
8
,4

4
7

○
○

ト
リ
ト
ン
モ
ニ
タ
ー
で
給
付
実
績

デ
ー
タ
と
認
定
デ
ー
タ
を
突
合
し
、

運
営
指
導
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
シ
ー
ト
で

内
容
確
認

○
○

1
,3

6
1

○
5
4

1
4
6

9
4
7

5
8
0

4
,3

9
8

6
,1

2
5

○
○

6
5
8

○
2
4

5
7

3
1
1

2
3
5

6
2
7

○
○

1
,1

6
1

○
8
7

1
2
0

1
,1

5
6

6
4
9

5
7

2
,3

9
8

2
9
3

2
9
0

7
,8

0
7

1
2
,8

5
7

○
○

3
5

○
5
6

2
0
3

1
,5

4
3

6
7
4

3
3

3
,1

4
0

9
9

4
8
9

2
,8

9
3

0
2
,9

6
5

○
○

1
,0

5
0

○
3
0

7
1

5
4
5

3
9
8

1
,0

4
4

○
○

ト
リ
ト
ン
モ
ニ
タ
ー
で
給
付
実
績

デ
ー
タ
と
認
定
情
報
を
突
合
し
、
運

営
指
導
で
の
活
用
や
ヒ
ア
リ
ン
グ

シ
ー
ト
に
よ
る
確
認

○
○

9
2
2

○
2
4

8
2

1
,7

8
5

4
0
7

6
8
6

2
,9

8
4

○
○

9
8
4

○
1
6

6
1

4
9
0

2
9
9

8
2

1
,2

9
6

1
7

3
2
4

1
,4

7
9

0
4
,0

6
4

○
○

給
付
実
績
デ
ー
タ
と
認
定
デ
ー
タ
を

突
合
し
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
シ
ー
ト
に
よ
り

介
護
支
援
専
門
員
へ
確
認

○
○

1
,2

5
1

○
5
1

3
6
0

9
9
6

4
7
5

1
8

3
7

1
,9

3
7

○
○

4
8
1

○
1
0

3
1

2
6
8

1
5
4

0
8
6
8

1
2

1
2
6

1
,1

3
6

0
2
,6

0
5

○
○

2
9
8

○
1
8

2
2

1
0
1

1
4
5

2
1
3
0

4
0
7

3
2

1
,4

1
3

0
2
,2

7
0

○
○

給
付
実
績
デ
ー
タ
と
認
定
デ
ー
タ
を

突
合
し
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
シ
ー
ト
に
よ
り

介
護
支
援
専
門
員
へ
確
認

○
〇

1
1
6

○
4

1
6

1
3
4

6
8

3
3

2
3
3

5
4

1
,2

2
4

0
1
,4

8
9

○
○

給
付
実
績
と
認
定
調
査
等
の
デ
ー

タ
ー
を
組
み
合
わ
せ
給
付
費
の
適

正
化
を
は
か
る

○
〇

2
5
1

○
1
5

7
8
5

9
1

5
0
3

○
○

4
4

○
3

1
0

1
9

1
7

3
1
6

0
3

1
9

7
3

○
○

7
6

○
4

2
0

5
9

6
3

3
5
8

1
1
4

3
0

2
2
5

○
○

5
6
7

○
2
2

2
0

2
0
3

1
9
6

4
4
1

○
○

5
4

○
1

2
4

4
7

2
6

9
8

○
○

4
5
9

○
4
1

1
3
4

3
1
1

1
4
4

2
6
5

3
8
3

1
,2

7
8

○
○

ト
リ
ト
ン
モ
ニ
タ
ー
（
給
付
実
績
デ
ー

タ
と
認
定
デ
ー
タ
を
突
合
し
、
ケ
ア

プ
ラ
ン
等
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
を

行
う
）

○
○

2
8

○
1

2
5

2
8

1
2
5

4
6

5
8

0
1
3
0

○
○

3
3
0

○
8
1

5
2

3
6
7

2
0
2

4
2

1
,2

3
3

1
3

1
6
4

9
6
3

3
,1

1
7

2
6

2
6

2
6

8
8

1
0
0
.0

0
1
0
0
.0

0
1
0
0
.0

0
3
0
.7

7
3
0
.7

7

※
「
委
託
調

査
の
事
後
点
検
」
に
お
け
る
実
施
率
は
、
認
定
調
査
完
全
直
営
（
全
て
１
０
０
％
）
の
市
町
村
を
除
い
て
計
算
し
て
い
る
。

民
間

シ
ス
テ
ム

等
の

活
用

活
用

方
法

給
付

実
績

等
の

活
用

給
付

実
績

の
活

用
（
医

療
情

報
と
の

突
合

・
縦

覧
点

検
を
除

く
）

★
医

療
情

報
と
の

突
合

・
縦

覧
点

検 縦
覧
点
検

点
検
実
施
件
数

医
療
情
報
と
の
突
合

突
合
実
施

件
数
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1
京
都
市

2
福
知
山
市

3
舞
鶴
市

4
綾
部
市

5
宇
治
市

6
宮
津
市

7
亀
岡
市

8
城
陽
市

9
向
日
市

1
0
長
岡
京
市

1
1
八
幡
市

1
2
京
田
辺
市

1
3
京
丹
後
市

1
4
南
丹
市

1
5
木
津
川
市

1
6
大
山
崎
町

1
7
久
御
山
町

1
8
井
手
町

1
9
宇
治
田
原
町

2
0
笠
置
町

2
1
和
束
町

2
2
精
華
町

2
3
南
山
城
村

2
4
京
丹
波
町

2
5
伊
根
町

2
6
与
謝
野
町

実
施
率

計

保
険
者
名

○
年
１
回

居
宅

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
. 0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
. 0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
. 0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
. 0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
. 0

%

3
1
0
0
. 0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
.0

%

○
年
1
回

居
宅
・
施
設
・
地
密

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
通
知
と
同
封
し
て
い
る
。

3
1
0
0
.0

%

3
1
0
0
.0

%

2

7
.6

9

※
「
委
託
調
査
の
事
後
点
検
」
に
お
け
る
実
施
率
は
、
認
定
調
査
完
全
直
営
（
全
て
１
０
０
％
）
の
市
町
村
を
除
い
て
計
算
し
て
い
る
。

通
知
す
る
上
で
の
工
夫

3
.0

通
知
対
象

サ
ー
ビ
ス

（
※
３
）

実
施

事
業

数

★
適

正
化

主
要

３
事

業
実

施
状

況

1
0
0
.0

%

発
送
頻
度

実
施

率

平 均

介
護

給
付

費
通

知

（
※

１
）

★
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
点
検

実
施
方
法

１
．
事
前
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
提

出
を
求

め
、

役
所

(役
場

)で
書
面

の
み

実
施
。

→
【
事

前
・
書
面

】

２
．
事
前
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
の

提
出

を
求

め
、
後
日
、
役
所

(役
場

)で
面

談
に

よ
り
実
施
。

→
【
事

前
・
面
談

】

３
．
事
前
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
提

出
を
求

め
、
後
日
保
険
者
が
事
業

所
を
訪

問
し
て
実
施
。

→
【
事

前
・
訪
問

】

４
．
保
険
者
が
事
業
所
を
訪
問

し
当

日
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
提
出
を
求

め
、
実

施
。

→
【
当

日
・
訪
問

】

５
．
そ
の
他

→
【
そ
の

他
】

（
※

２
）

★
住

宅
改

修
・
福

祉
用

具
ア
～

ウ
の

該
当

し
て
い
る
項

目
名

を
表

記
。

＊
】
で
表

記
。

■
住

宅
改

修
利

用
へ

の
リ
ハ

職
等

の
関

与
住
宅
改
修
の
利
用
に
際
し
て
、
建
築
専
門
職
、
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
専

門
職

等
が

適
切

に
関

与
す
る
仕

組
み

を
設

け
て
い
る
か

。

・
（
ア
）

被
保

険
者

か
ら
抽

出
さ
れ

た
住

宅
改

修
費

支
給

申
請

書
の

市
町

村
に
お
け
る
審

査
の

際
に
、
建

築
専

門
職

、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

専
門

職
等

に
よ
り
点

検
を
行

う
仕

組
み

が
あ

る

・
（
イ
）

住
宅

改
修

の
実

施
前

又
は

実
施

の
際

に
、

実
際
に
改
修
を
行
う
住
宅
を
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
専

門
職

が
訪

問
し
、
点

検
を
行

わ
せ

る
仕

組
み

が
あ
る

■
福

祉
用

具
利

用
へ

の
リ
ハ

職
の

関
与

福
祉

用
具

の
利

用
に
関

し
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専

門
職

が
関

与
す
る
仕

組
み

を
設

け
て
い
る
か

。

・
（
ア
）

地
域

ケ
ア
会

議
の

構
成

員
と
し
て
リ
ハ

ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
専

門
職

を
任

命
し
、
会

議
の

際
に
福
祉
用
具
貸
与
計
画
も
合
わ
せ
て
点
検

を
行

う

・
（
イ
）

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
に
よ
る
福

祉
用

具
貸

与
計

画
の

作
成

の
時

に
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
専

門
職

が
点

検
を
行

う
仕

組
み

が
あ

る

・
（
ウ
）

貸
与

開
始

後
、
用

具
が

適
切

に
利

用
さ
れ

て
い
る
か

否
か

を
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専

門
職

が
点

検
す
る
仕

組
み

が
あ
る

（
※

３
）

介
護
給
付
費
通
知

通
知
対
象
サ
ー
ビ
ス

１
．
居
宅
サ
－
ビ
ス
の
み

→
【
居

宅
】

２
．
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
み

→
【
施

設
】

３
．
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の

み
→
【
地

密
】

４
．
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
施

設
サ

ー
ビ
ス

→
【
居

宅
・
施
設

】

５
．
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス
→
【
居

宅
・
地
密

】

６
．
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス
→
【
施

設
・
地
密

】

７
．
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
施
設

サ
ー
ビ
ス
及

び
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

→
【
居

宅
・
施
設

・
地
密

】
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